
運営指導における主な指摘・指導事項への追記事項 ＊＊令和７年度 問い合わせ事項＊＊ 

（介護老人福祉施設・短期入所生活介護） 

 

問：毎日常勤換算人数以上の配置が必要か 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 

 

指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について 

 

 

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及

び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 

 

 

 

問：前の利用者の退所前に、次の利用者の受入れを行ってもいいか  短期入所生活介護 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 

 



問：当日の体調不良等による、居室入室前の利用者の介護報酬請求は可能か 短期入所生活介護 

 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る

部分）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 

 
 

 


